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※お問い合わせの「Ｇ」は「グループ」を表します。

■
役
場
で
パ
ス
ポ
ー
ト
の
申

請
受
付
・
交
付
を
行
っ
て
い

ま
す 

（
町
民
税
務
課
）

○
申
請
で
き
る
方

　

町
内
在
住
の
方

○
受
付
・
交
付
場
所

町
民
税
務
課
町
民
Ｇ

「
パ
ス
ポ
ー
ト
窓
口
」

○
申
請
時
間

月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で

午
前
９
時
か
ら

午
後
４
時　

分
ま
で

３０

※
祝
日
、
年
末
年
始
等
の
閉
庁
日
は

除
き
ま
す
。

○
必
要
書
類

①
一
般
旅
券
発
給
申
請
書

②
戸
籍
抄
本
ま
た
は
謄
本

③
写
真
１
枚
（
縦　
�
×
横　

㎜
、

４５

３５

６
カ
月
以
内
に
撮
影
し
た
も
の
）

④
前
回
発
行
の
旅
券

⑤
申
請
者
本
人
を
確
認
で
き
る
書
類

（
コ
ピ
ー
は
不
可
）

※
詳
細
は
県
パ
ス
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
、
窓
口
に
備

え
付
け
て
あ
り
ま
す
『
パ
ス
ポ
ー

ト
申
請
の
ご
案
内
』
で
確
認
し
て

く
だ
さ
い
。

○
申
請
か
ら
交
付
ま
で
の
日
数

　

申
請
日
か
ら
、
土
・
日
曜
日
、
祝

日
を
除
い
て
８
日
目
以
降
と
な
り

ま
す
。
申
請
時
に
ご
案
内
し
ま
す

の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
旅
行
の

予
定
が
あ
る
方
は
、
余
裕
を
持
っ

て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

○
パ
ス
ポ
ー
ト
の
種
類
と

申
請
手
数
料

○
そ
の
他

・
県
内
の
各
パ
ス
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

及
び
出
張
所
は
ご
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

・
パ
ス
ポ
ー
ト
交
付
予
定
日
に
な
り

ま
し
た
ら
、
で
き
る
だ
け
早
い
時

期
に
お
受
け
取
り
く
だ
さ
い
。
発

行
日
か
ら
６
カ
月
以
内
に
受
け
取

ら
な
い
と
失
効
と
な
り
ま
す
。

・
パ
ス
ポ
ー
ト
は
、
年
齢
に
関
係
な

く
本
人
で
な
け
れ
ば
受
け
取
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

町
民
Ｇ　
�
　

１
９
６
５（
直
通
）

（８４）

■
電
話
加
入
権
の
公
売
に
つ

い
て 

（
町
民
税
務
課
）

　

電
話
加
入
権
の
公
売
を
実
施
し
ま

す
。
電
話
の
新
規
設
置
や
増
設
を
お

考
え
の
方
は
、
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

○
日
時　
　

月　

日�

１０

２６

午
前　

時
か
ら　

時　

分
ま
で

１１

１１

３０

（
入
札
時
間
）

○
場
所　

筑
西
県
税
事
務
所
（
筑
西
市
二
木

成
６
１
５
番
地　

筑
西
合
同
庁
舎

内
）

○
持
参
す
る
も
の

　

①
現
金

　

②
認
印

　

③
身
分
証
明
書

　

④
委
任
状
（
代
理
人
の
場
合
）

○
お
問
い
合
わ
せ

　

茨
城
県
筑
西
県
税
事
務
所

　
�
０
２
９
６　

９
１
５
７

（24）

■
ダ
メ
！
不
正
軽
油 

（
町
民
税
務
課
）

　

デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
の
燃
料
で
あ
る
軽

油
に
は
、
１
リ
ッ
ト
ル
あ
た
り　

・
３２

１
円
の
軽
油
引
取
税
が
課
税
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
軽
油
に
灯
油
や

重
油
を
混
和
し
「
不
正
軽
油
」
を
製

造
し
た
り
、
こ
れ
を
販
売
・
購
入
し

た
り
、
灯
油
や
重
油
を
そ
の
ま
ま
車

の
燃
料
と
し
て
使
用
し
て
い
る
人
が

い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
不
正
軽
油
の
行
為
は
、

税
金
分
を
正
し
く
納
め
な
い
（
脱

税
）
行
為
で
す
か
ら
、
軽
油
引
取
税

の
納
税
義
務
が
生
じ
る
こ
と
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
、
悪
質
な
行
為
に
は
懲

役
刑
等
の
刑
事
罰
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

▼
不
正
軽
油
の
製
造

５
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
５
０
０

万
円
以
下
の
罰
金

▼
不
正
軽
油
の
販
売
・
購
入

２
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
２
０
０

万
円
以
下
の
罰
金

許
さ
な
い
！
不
正
軽
油

　
「
作
ら
な
い
」「
売
ら
な
い
」

　
「
買
わ
な
い
」「
使
わ
な
い
」

○
お
問
い
合
わ
せ

　

茨
城
県
筑
西
県
税
事
務
所

　

課
税
第
一
課　

軽
油
引
取
税
担
当

　
�
０
２
９
６　

９
１
９
２

（２４）

■
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
倒

壊
等
建
物
の
滅
失
登
記
に
つ

い
て 

（
町
民
税
務
課
）

　

水
戸
地
方
法
務
局
で
は
、
東
日
本

大
震
災
に
よ
り
被
災
し
た
建
物
に
つ

い
て
、
被
災
者
が
登
記
申
請
す
る
こ

と
な
く
、
登
記
官
が
滅
失
登
記
を
行

う
こ
と
と
し
ま
し
た
。

○
期
間　

　

平
成　

年
３
月　

日�
ま
で

２４

３１

○
対
象
地
域　

茨
城
県
全
域

○
お
問
い
合
わ
せ

水
戸
地
方
法
務
局
不
動
産
登
記
部

門　

滅
失
登
記
対
策
委
員
会

　
�
０
２
９
（
２
２
１
）
５
１
３
９

　
（
水
戸
市
北
見
町
１

－

１
）

広報ごか　2011.10

合計
茨城県
証紙

収入印紙種類

16,000円2,000円14,000円有効期間１０年

11,000円2,000円9,000円有効期間５年

6,000円2,000円4,000円１２歳未満用

900円200円700円記載事項の訂正

2,500円500円2,000円査証欄の増補


